
阿久比町と日本福祉大学との逹携・協力に関する協定

阿久比町(以下甲という

に発展するための連扱・力に

(目的)

第 1条本協定は、甲及びしの密接な逹秘・協力によ 1}、相互の課題に適切に対応し、

甲の活力ある個性豊かな地域社会の形成及びしの研究・教育・事業の推進に寄与す

ることを目的とする

(連抵・協力分野

第 2条甲及ひしは、前条の目的を実現するため、次の事項にっいて逹扱・恊力する

a)甲における行政施策の立案及び推進に関すること

②甲の教育、歴史、文化及ひ白然を活用した学術研究に関すること

得)相互の人材育成に関すること

(4)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を逹成するために北要な分野における

恊力に関すること

及び日本福祉大学以下しという。)は、相互

、て、次のとおり協定を締結する

(守私義務)

第 3条甲及びしは、本協定に基づく逹抵・協力において知り得た事項(次に掲げる

事項を除く。)を相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に開示し、

又は漏洩してはならない

(D 提供さ乳た時"、t既に周知てある情報又は提供後に自己の貴に幡すぺき事由に

よることなく周亥0となった情報tあるもの

侶第三者から私密保持義務を負うことなく正当に入手した情報てあるもの

母)提供さ訓た時点て既に白らが保有していたことが吉面により立証てきる情報t

あるもの

④法令又は裁判所の命今により開示を義務付けら紅たもの

2 前項に規定する守私義務は、本恊定の然了後においても継続するものとする

2 甲又はしは、前項の有効期間内にかかわらt、解約予定日の 1ケ門前ま tに書面

により相手方へ通亥0することにより、本協定を解約tきるものとする

3 甲又はしは、相手方に対して、本恊定の解除に間して、何らの欄害の賠償を求め

ることはてきない

(有効期間等)

第4条本協定の有効期問は、本協定を締結した日から令和6年3且 31aま tとする

たたし、有効期間の満了日の 1ケ月前まてに、甲しいす乳からも解約の意志麦示が

ないときは、自動的に 1年間延長さ叙るものとし、以後も同様とする

け島議)

第5条本協定に定めのない事項又は本恊定の内容に疑義が生じたときは、甲及びし

が協議して定めるものとする

本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、しが記名押印のうぇ各自その

1通を保有する

令和 5年8月23日
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